
 

泉佐野市入札・契約調査委員会設置要綱 

 

（設 置） 

第１条 本市が発注する建設工事、建設工事に関連する設計・測量等の委託業務、物品購入等及び役務

提供等（以下「建設工事等」という。）に係る入札の公正な執行及び契約の円滑な履行を阻害する事項

に対し、公正取引委員会及び建設業許可行政庁等との連携を図りつつ、的確な対応を行うことを目的

として、泉佐野市入札・契約調査委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、別に定める談合情報対応マニュアル及び不正行為対応マニュアルの規定に従い、次

の各号に掲げる事項を調査、審議する。 

(1) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第３条又は第８条第 1号の規定又は刑法第９６

条の６第２項の規定に抵触する行為があると疑われる場合の当該事実の調査 

 (2) 前号の調査の結果に基づく公正取引委員会への通知の是非及び入札延期等の対応内容の審議 

(3) 建設業法第２８条第１項第３号、第４号又は第６号から第８号までの規定のいずれかに該当する

事実があると疑われる場合の当該事実の調査 

 (4) 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第１５条第１項から第３項の規定により読

み替えて適用される建設業法第２４条の８第４項、同法第２６条若しくは第２６条の２の規定に違

反する事実があると疑われる場合の当該事実の調査 

 (5) 前２号の調査の結果に基づく対応内容及び建設業許可行政庁への通知の是非の審議 

 (6) その他入札の公正な執行及び契約の円滑な履行を妨げるおそれがある場合の対応内容の審議 

 

（組 織） 

第３条 委員会は、別表に掲げる職にある者で組織する。 

２ 委員会には、委員長及び副委員長を置き、委員長は総務部を所管する副市長、副委員長は総務部長

の職にある者をもって充てる。 

３ 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。 

 

（会 議） 

第４条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。ただし緊急やむを得ない事情があり、委員会を招

集するいとまがないと認めたときは、委員長は持回り審議をすることができる。 

２ 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係職員の出席又は関係資料の提出を求めることが

できる。 

 

（事務局） 

第５条 委員会の事務局は、当該建設工事等の入札及び契約事務を所掌する課に置く。 

 

（守秘義務） 

第６条 委員及び委員会に出席した関係職員は、第２条に規定する事務を処理する上で知りえた事項の

うち、秘密として管理されている事項を他に漏らしてはならない。 

 

（補 則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。 

 

 

 

 



 

附 則（平成１３年 ３月２１日泉佐総契第３６０号） 

この要綱は、平成１３年 ４月 １日から施行する。 

    附 則（平成１４年１１月１３日泉佐総契第１５７４号） 

  この要綱は、平成１５年 ４月 １日から施行する。 

    附 則（平成１７年 ３月１８日泉佐総契第２１９２号） 

この要綱は、平成１７年 ４月 １日から施行する。 

    附 則（平成１９年 ３月３０日泉佐総総第３０８２号） 

この要綱は、平成１９年 ４月 １日から施行する。 

    附 則（平成２４年１１月１２日泉佐総総第９３８号） 

この要綱は、平成２４年１１月１２日から施行する。 

    附 則（平成２５年 ６月２８日泉佐総総第４４０号） 

この要綱は、平成２５年 ７月 １日から施行する。 

    附 則（平成３１年 ３月２７日泉佐総総第１５３４号） 

この要綱は、平成３１年 ４月 １日から施行する。 

    附 則（令和 ３年 １月２９日泉佐総総第１２９５号） 

この要綱は、令和 ３年 ４月 １日から施行する。 
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